
口
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別表 項 事項 審判 新法下での即時抗告権者
件
旧規則等(※1）

1

2

5

8

17

18

19

20

24

28

36

38

39

43

47

56

57

58

59

60

61

62

63

64

後見開始

後見開始の審判の取渭し

成年後見人の解任

成年後見監督人の解任

保佐開始

保佐人の同意を得なければなら
ない行為の定め

保佐人の同意に代わる許可

保佐開始の審判の取消し

保佐人の解任

保佐監督人の解任

補助開始

補助人の同意に代わる許可

補助開始の審判の取消し

補助人の解任

補助監督人の解任

失瞭の宣告

失除の宣告の取消し

夫婦財産契約による財産管理
者の変更(同申立てに附帯する
共有財産の分割含む）
錨州

あ園
否
f

■
ｂ
■

鰯の飯えの特別代理人

子のf の変更許可

善子術 網をするについての酔可

死後醗緑をするについての鮓可

特別餐子縁組の成立

特別養子縁組の離縁

腿容

却下

却下

鯉雰

却下

鯉容

却下

埋容

却下

麗容

却下

却下
鯉雰

却下

鯉容

却下

浬容

却下

却下

却下

璽容

却下

浬容

却下

鯉容

却下

箆容

却下

湧容．
却下

却下

却下

却下

魂容

却下

盟容

却下

浬容

却下

民活7乗及び任意後見契約法10条2項に
規定する者(申立人を除く_）

立人

法10条に規定する者
年後見人

立人.成年後見監督人’成年被後見人
ぴ成年被鑑見人の頚捧
成年鐙旦監督人

申立人,成年被後見人‘成年被後見人の
親族

民法11条本文及び任窓後見契約法10条
盆頭に娼壼寸愚老f由寸A左眸ど ）

申立人

被保佐人(申立人を除く｡）

1立人

鑑14条1項に規定する者
L佐人

I立人･保佐監督人,被保佐人,被保佐
‘の親族
ﾐ佐監督人

1立人．被保佐人.被保佐人の親挨

民法15条1項本文及び任意後見契約法1
0条2項に規定する者(申立人を除く｡）

申立人

申立人 ．

民法18条1項に規定する者
i助人

|立人,補助監督人.被補助人,被補助
、哩速

|勘醗智人

立人．被補助人． I 皮補助人の親族

:在者及び利害関何 【人(申立人を除く“）

|立人 I1

l害関係人 申立人を除く己） l ‘1
！震審塑ぴ』 ml霄閣偏人 I

:及び妻

ﾖ立人

I立人

I立人

l客間係人(申立人を除く｡）

I立人

;子となるべき者の父母,養子となるべき
fに対し親権を行う者であって養子となる

lき者の父母でない者‘養子となるべき者
味成年後見人.養子となるべき者の父
1に対し親権を行う者.養子となるぺき者
'父母の後見人

申立人

養子,養親.養子の実父母,養子に対し親
権を行う者で養親でない者‘養子の後見
人,養親の後見人.養子の実父母に対し
親権を行う者,養子の実父母の後見人(申
立人を除く｡）

申立人

1231O

1231②

123I@'
1231④

123】⑤

1231⑥

123【⑦

132】①

1321②

1321@

1321@

1321

1321⑥

1321@

732 ⑧

132 ⑨

141】①

1411②

7411@

141】③
1411⑤．

1411@

1411⑦

1411⑧

148V①

48V②

49Ⅳ①

149Ⅳ②

1561@

159m

160m

161Ⅳ

162Ⅳ①

162Ⅳ②

164Ⅷ①

164Ⅷ②

165Ⅶ①

165Ⅶ②

規271

規27Ⅱ

1規28Ⅱ
I規B71

規87Ⅱ

規92Ⅱ、87］

規92Ⅱ，87Ⅱ

規30の41

規30の4n．27Ⅱ

一

一

規30の6Ⅱ

短g3，，8フ】

規93m.87n

規93町．871

規93，．87Ⅱ

規30の121

規30の12Ⅱ、27
Ⅱ

一

規30の14Ⅱ

規871 ，93m

規87n,93m

短g3m．871

規93，．B7H

規421

規42n．27Ⅱ

規431

規43Ⅱ

規50

■■■■

短62．27Ⅱ

規63の2．27Ⅱ

親64の2【

規64の2Ⅱ’27Ⅱ

規64の81

規64の8n．27Ⅱ

規64の141

67
親権喪失.親梅停止又は管理
権畏矢

鰹容

却下

親枢‘管理権を喪失又は親権を停止され
る毒及びその親族(申立人を除く｡）

申立人・子及びその親族‘未成年後見人
並びに未成年後見監好人

1721①，
②.③

1721@

規771

規77、

68
親権妥矢.親権停止又は管理
椎喪失の審判の取消し

配容

却下

子及びその親族,子に対し親権を行う者，
未成年後見人並びに未成年後見監督人

申立人並びに親桧を喪失し,若しくは停止
され,又は管理権を喪失した者及びその親
族

1721⑤

1721@

規80】

規80Ⅱ

69
親櫓又は管理権を回復するに
ついての鮓可の申立て

却下 申立人 1721@ 一

70
養子の離緑後に未成年後見人
自 ユ ロ子一●令＝一ら四j羊 却下 申立人 179① 一
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曄
隣
儲

牛
Ｐ
Ｂ
ｈ

旧規則等(※1）

73

76

84

85

86

未成年後見人の解任

未成年後見監督人の解任

扶養裁務の設定

扶養猿務の設定の取消し

推定相続人の廃除

鰹容

却下

鯉容

却下

腿容

却下

鯉容

却下

躍容

却下

未唾年後見人

申立人.未成年後見監督人.未成年被後
晃人‘及び未成年被後見人の親族

未成年後見監督人

申立人.未成年被後見人､未成年被後見
人の親族

扶養震務者となるべき者(申立人を除く。）

申立人

扶養権利者(申立人審除く．）

申立人

廃除された推定相綬人
由方人

17gC ）

179③

179@

179⑤

186①
186②

186③

186④

188V①

188V②

87
推定相綬人廃除の審判の取消
L

却下 申立人 188V@

89
相続の承鰯又は放棄をすべき
期悶の伸長

却下 申立人 201Ⅸ① 規113， 111

91
限定承鯉又は相綻の放棄の取
消しの申述の受理

却下
限定承鹿又は相続の放棄の取消しをする
ことができる者 201Ⅸ② 規洞5n． 111

92 限定承麗の申述の受理 却下 申述人 201Ⅸ③ 規115Ⅱ， 111

95 相続の放棄の申述の受理 却下 申述人 201Ⅸ③ 規115Ⅱ，”1

96 財産分殿

鰹容

却下

相綬人

相続債權者及び受適者(民法941条1
項),相続人の債権者(民法950条1項）

202Ⅱ①

202Ⅱ②
③

規117［

規117Ⅱ

101
特別繰故者に対する相続財産
の分与

騨容

却下

申立人及び相続財産管理人

申立人

20610

2061@

規119の71
湿
汀

U Iご”’皿､墓〃

102 遺言の確麗
鯉容

却下

利雪間係人

遺言に立ち会った旺人及び利害関係人

214【①

2141@

銅121 1

規121Ⅱ

104 遺言執行者の選任 却下 利害関係人 2141③ 規127【

106 遺言執行者の解任
鰹容

却下

撞言執行者

利害関係人

2141④

2141⑤

規126Ⅱ

規1271

107
遺言執行者の辞任についての
群可

却下 申立人 2141@ 規127Ⅱ

108
負担付週賭に係る遺言の取消
し

腿容

却下

＝型画一LW1座りJTH官函咋へ1千ユハ琶師

<－1

相綴人

2141@

21410

規1281

規128Ⅱ

110 遺留分の放棄についての許可 却下 申立人 216Ⅱ 一

111

任窟後見契約の効力を発生さ
せるための任意後見監督人の
選任

却下 申立人 223① 特規3の5

117 任愈後見監督人の解任
盟容

却下

任意後見監督人

申立人並びに本人及びその親族

223②

223③ ’
｛特

特規3の9‘規87
I

規3の9,規87
Ⅱ

120 任愈後見人の解任
認容

却下 '1
申
そ

本人及び任意後見人(申立人を除く.）

立人.任惹後見監督人並びに本人及び
の親族

223④

223⑤ ’
８

口

． 特

特規3の10.現87
T

規3の10.規87
Ⅱ

121
任恵後見契約の解除について
の隣可

謹容

却下

本人及び任意後見人(申立人を除く｡）

申立人

223⑥

223⑦

特規3の141

特規3の14Ⅱ、3
の5

122 氏の変更についての許可
擢容

却下

利審関係人(申立人を除く。）

申立人

231①

231②

特規6Ⅱ

特規6］ ’3の5

122 名の変更についての許可 却下 申立人 231② 特規61.3の5

123 就鯖貯可 却下 申立人 231③ 特規8,61,3の5

124 戸霜の訂正についての許可
鯉容

却下

利害閣係人(申立人を除くの）

申立人
231④

231⑤

特規11m

特規111．3の5

125
戸締串件についての市町村長
の処分に対する不服

惚容

却下

当該市長村長

申立人

231⑥

231⑦

特規171

特規17n.3の5

126 性別の取扱いの変更 却下 申立人 232m 特規17の3，3の5

127

都進府県の措置についての承
露(児童の里親委託･児童福祉
施設収容）

豚容

却下

児童を現に監睡する者,児童に対し親棺を

申立人

23BO

238@

特規20Ⅱ

特規201．3の5

128
都道府県の措面の期間の更新
についての承認

腿容 ’
却下

児童を現に監歴する者.児童に対し親権を
綺弓箸璽ぴ哩琶の宋歳錘捺印人

由寸人

238③

23s④

特規20Ⅱ

特規Z01 ．3の5

129
施設への入所等についての許
可

腿容 ’
却下

被保鰻者に対し親権を行う者及び被保懲
者の後見人

申立人

240Ⅵ①

240Ⅵ②

特規20の4Ⅱ

特規20の41 ，3
の5



家事事件
手続法

鰯

’雛
謡

旧規則等(※1）事項 審判 新法下での即時抗告権者別表 項

壷
錘
塞
－
誰

〕 一
一
一
一
一
一
一

保護者の選任130
申立人

先順位に変更される者(申立人を除く｡）
阜立人

保護者の順位の変更130

破産手続が開始された鳩合に
おける夫婦財産契約による財産
管理者の変更等(共有財産の分
割含む）

認容‘
却下

242m， 1
56②

特規25,規50夫及び妻131

別表第一
242Ⅲ，

1721O
管瑳権を妄失する者及びその親族 特規27.規771親権を行うものにつき破産手続

が開始された場合における管理
権喪失

認容
132

申立人,子及びその親族，未成年後見人
並びに未成年後見監督人

242m， 1
721の

特規27.規77Ⅱ却下

特規30,規115
Ⅱ、 111

破産手続における相続の放棄
の云認についての申述の受理

破産管財人 242m却下133

243m①｜特規34Ⅱ

243Ⅲ②｜特規341

当該合意の当事者(申立人を除く｡）

当該合意の当事者

需
一
赤

遺留分の算定に係る合意につ
いての許可

134

夫婦間の協力扶助に関する処
分

認容
却下
夫及び妻 156① 規46，971

認容
却下
夫及び妻 156③ 規51．50婚姻費用分担２

認容
却下

156④ 規67．55子の父母及び子の幣護看子の監謹に関する処分3

認容
却下

156⑤ 規56,50夫又は妻であった者財産の分与に関する処分4

婚姻の当事者(民法751Ⅱの規定による
場合にあっては生存配偶者)利害関係人

麗容
却下

離婚等の場合における祭具等
の所有権の承経者の指定

156⑥ 規595

離縁等の場合における祭具等
の所有椎の承継者の指定

露容
却下
離縁の当事者.利害関係人 規69，59163Ⅲ6

1721@|規,63の3,55

1721Ol"63の3,27n

養子の父母及び養子の監議者

申立人.養子の父母及び養子の監腫者

塞
一
垂

養子の離縁後に親捲者となるべ
き者の指定

7

浬容
却下

1721子の父母及び子の藍護老 規70，72‘55親権者の指定又は変更別表第二 8

認容
却下

扶養の順位の決定及びその決 186⑤申立人及び相手方 規979
ロ I定の変更又Iま取消し

扶養の程度又は方法について
の決定及びその決定の変更又
は取消し

麗容
却下

186⑥申立人及び相手方 規g710

相緩の場合における祭具等の
所有権の承継者の指定

認容．
却下
相続人‘利害関係人 規103，59190Ⅲ11

罷容‘
却下

19810相読人遺産の分割12
規111
岬
一
睡
一
岬

相義人

相続人

申立人

13 I遺産の分割の禁止 潅
一
需
一
燕

１
Ⅱ
５
５
の
の
３
３
０
０
１
１
規
規寄与分を定める処分14

請求すべき按分割合に関する
処分

認容‘
却下

特規17の8申立人及び相手方 233Ⅱ15

扶養義務者の負担すべき登用
額の確定

漣容
却下

240Ⅵ③申立人及び相手方 特規20の616

取消し後又は変更後の審判が原審判であ
るとした場合に即時抗告をすることができ
る者

認容 78Ⅳ審判の取消又は変更の審判
■

即時抗告の不適法却下の審判 抗告人 87Ⅳ

…
今

争

合恵に相当する審判(法277）
に対する異議申立てを却下する
審判

"140異證の申立人 280Ⅱ

調停に代わる審判(法284)に
対する異議申立てを却下する審
判

異議の申立人 規140286Ⅳ

(※2)本案の霞事審判の申立てについて
の審判(申立てを却下するものを除く｡)に
対し即時抗告ができる者

規15の3Ⅱ認容 110，

審判前の保全処分

(※2)申立人 規15の31710】却下

雑 規15の4Ⅱ

規15の4Ⅱ

規15の4Ⅱ

(※2)審判前の保全処分の申立人

(※2)申立人

(※2)審判前の保全処分の申立人

率
一
垂
密

113Ⅱ

1131

113Ⅱ

審判前の保全処分の取消し

現状回復の審判
1

1
遺産の分割の禁止の審判の取
消し又は変更

認容
却下

1981 規172Ⅱ， 111相続人

(※1)｢規｣は家事審判規則.「特規｣は塒別家事審判規則を示すc

(X2)110条1項各号に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については.即時抗告を申立てることはできない。


